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「
鬼
」
系
の
病
因
論
1
新
出
土
資
料
を
中
心
と
し
て
一

人

形

徹

は
じ
め
に

一、

@
「
日
書
」
の
鬼

　
鬼
は
祖
先
の
霊
魂
を
さ
す
。
卜
辞
に
お
い
て
は
鬼
に
起
因
す
る
病
が
多
く
記
さ

れ
て
い
る
。
祖
霊
の
不
興
を
か
い
、
ま
た
他
の
霊
の
恨
み
に
よ
っ
て
病
が
起
こ
る
。

春
秋
時
代
に
も
そ
う
い
っ
た
考
え
方
は
根
強
く
あ
る
。
　
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
み
・
兄

　
　
　
　
　
　
レ

る
有
名
な
大
言
は
敵
対
す
る
相
手
の
祖
先
で
あ
り
、
殺
さ
れ
た
子
孫
の
恨
み
を
は

ら
す
た
め
晋
侯
の
夢
に
現
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
後
の
夢
で
病
は
童
子
の
姿
を
と
る
。

こ
れ
は
小
児
鬼
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
童
子
が
病
膏
青
の
部
位
に
入
り
こ
む
。
入

り
こ
ん
だ
童
子
（
鬼
）
は
退
治
で
き
ず
晋
侯
は
死
亡
す
る
。
こ
こ
に
治
療
法
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
薬
は
毒
に
よ
っ
て
鬼
を
殺
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
針
は

経
絡
の
穴
を
刺
す
も
の
で
は
な
く
、
直
接
、
鬼
を
刺
し
殺
そ
う
と
す
る
も
の
の
よ

う
に
み
え
る
。

　
鬼
を
原
因
と
す
る
病
因
論
は
、
　
「
日
書
」
や
『
五
十
二
裁
方
』
な
ど
の
新
出
土

資
料
の
な
か
に
も
色
濃
く
み
え
る
。
け
れ
ど
も
当
時
、
一
方
で
は
病
に
対
す
る
基

本
的
な
考
え
方
を
全
く
異
に
す
る
気
系
の
病
因
論
が
理
論
的
整
備
を
は
じ
め
て
い

る
。
そ
し
て
の
ち
に
は
鬼
系
の
病
因
論
も
ま
た
こ
の
気
系
の
病
因
論
の
影
響
を
少

な
か
ら
ず
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
で
は
そ
の
あ
た
り
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
売
代
の
雲
温
言
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
（
以
下
「
日
書
」
と
略
称
）
に
鬼
は
数
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

あ
ら
わ
れ
、
病
を
引
き
お
こ
す
も
の
も
多
い
。
本
章
は
工
藤
元
男
氏
の
研
究
そ
の

他
に
基
づ
い
て
考
察
を
く
わ
え
た
。
　
「
日
書
」
の
世
界
は
、
人
と
そ
れ
に
対
す
る

鬼
神
の
世
界
で
あ
る
。
た
ん
に
病
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
こ

と
は
、
人
と
鬼
神
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
「
日
書
」
に
は
鬼
の
名
が
具
体
的
に
記
さ
れ
、
他
の
文
献
に
は
未
見
の
も
の
も

多
い
。

　
「
甲
乙
に
疾
有
る
は
、
父
母
崇
り
を
為
す
（
「
日
書
」
甲
種
［
病
］
七
九
七
［
以

下
「
日
書
」
を
省
略
］
）
」
・
「
丙
丁
（
以
下
、
干
支
は
省
略
）
に
疾
有
る
は
、
王
父

崇
り
を
為
す
（
甲
種
［
病
］
七
九
九
）
」
・
「
王
父
殺
さ
ん
と
欲
す
（
乙
種
其
の
二

［
有
恩
］
）
」
・
「
王
立
直
り
を
為
す
（
甲
種
［
病
］
八
〇
一
）
」
・
「
亀
卜
過
断
（
災
）

を
誕
す
（
一
〇
六
三
）
」
等
。

　
「
父
母
」
は
、
亡
く
な
っ
た
父
母
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
　
「
王
気
」
・
「
王
母
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

祖
父
母
だ
が
、
こ
れ
も
亡
く
な
っ
た
祖
父
母
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
王
父
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
前
の
祖
先
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
い
ず
れ
も
亡
く
な
っ
た
祖
先
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

祖
霊
が
崇
り
を
な
し
、
災
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
述
べ
る
。

　
『
易
』
　
「
晋
」
に
は
「
薮
の
介
福
を
其
の
王
母
に
受
く
」
と
あ
り
、
王
母
か
ら

お
お介

き
な
福
を
受
け
る
と
い
う
。
王
母
と
い
う
祖
霊
か
ら
福
を
受
け
る
と
い
う
意
味
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で
あ
ろ
う
。
祖
霊
は
子
孫
に
福
を
さ
ず
け
る
が
、
崇
り
を
な
し
疾
病
を
お
こ
す
こ

と
も
あ
る
よ
う
だ
。

　
「
人
故
事
く
し
て
鬼
、
其
の
宮
を
祠
り
、
去
る
可
か
ら
ず
。
亙
れ
祖
口
游
べ
ば

な
り
。
犬
矢
を
以
て
之
れ
に
投
ず
れ
ば
来
た
ら
ず
（
甲
種
［
詰
］
八
四
七
反
）
と

い
う
。
こ
れ
も
祖
霊
で
あ
ろ
う
。
ふ
つ
う
祭
礼
に
よ
り
祖
霊
を
呼
び
出
す
。
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

も
し
な
い
の
に
や
っ
て
き
た
場
合
は
追
い
払
う
。

　
「
外
出
挙
り
を
為
す
（
甲
種
［
病
］
八
〇
五
）
」
。
　
「
外
」
は
「
外
王
父
」
な
ど

と
母
や
妻
の
関
係
に
使
わ
れ
る
。
し
か
し
「
外
鬼
の
二
葉
（
世
）
（
一
〇
五
三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

な
ど
と
い
う
表
現
も
み
え
、
父
葉
（
世
）
は
ふ
つ
う
父
方
の
伯
父
・
叔
父
を
さ
す
。

こ
こ
の
「
外
鬼
」
は
父
母
や
王
父
母
と
対
照
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
直
系
の
親
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
わ
い

以
外
の
鬼
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た
「
中
鬼
、
社
に
現
わ
れ
て
告
を
為
す
」
と
い

う
表
現
も
あ
り
、
　
「
中
鬼
（
一
〇
五
九
）
」
も
ま
た
「
外
鬼
」
と
対
照
的
な
語
の
よ

う
に
み
え
る
。
さ
ら
に
「
人
の
妻
妾
若
し
く
は
朋
友
死
し
、
其
の
鬼
、
下
れ
に
帰

す
る
者
…
（
［
詰
］
八
四
七
反
）
」
は
妻
妾
や
友
人
の
幽
霊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
生

前
、
関
係
の
深
か
っ
た
も
の
の
鬼
で
あ
る
。
・

　
「
外
地
の
膓
死
せ
し
も
の
罷
り
を
為
す
（
甲
種
［
病
］
八
〇
三
）
」
・
「
鬼
、
恒
に

轟
（
裸
）
に
し
て
入
の
宮
に
入
る
。
是
れ
幼
に
し
て
膓
死
し
て
葬
ら
れ
ざ
る
も
の

な
り
。
灰
を
以
て
殺
れ
に
漬
け
ば
則
ち
来
た
ら
ず
（
甲
種
［
詰
］
八
四
六
反
）
」

と
あ
る
。
蕩
は
二
十
歳
に
な
る
ま
で
に
死
ぬ
こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
「
幼
に
し
て
」

の
語
が
あ
り
、
小
児
鬼
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
「
天
鬼
（
甲
種
［
詰
］

八
六
四
反
）
」
の
「
天
」
も
「
蕩
」
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
ほ
か
に
「
鬼
の
嬰
児
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

恒
に
堂
号
を
為
し
て
曰
く
、
　
『
我
に
食
を
鼠
（
予
）
え
よ
』
と
。
古
れ
哀
乳
の
鬼

な
り
。
其
の
骨
、
外
に
在
る
物
有
ら
ば
、
黄
土
を
以
て
茂
れ
に
漬
け
ば
則
ち
已
む

（
甲
種
［
詰
］
八
六
七
反
）
」
は
「
豆
乳
の
鬼
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
小

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

児
等
で
あ
ろ
う
。
　
「
骨
」
に
黄
土
を
ふ
き
か
け
て
退
治
す
る
と
い
う
。

　
小
児
鬼
（
舷
）
は
赤
ん
坊
が
死
亡
し
て
鬼
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
脚
病
を
病
む

　
　
　
　
　
　
ハ
む

の
は
赤
ん
坊
が
多
い
。

　
「
人
、
子
を
生
み
、
未
だ
行
く
能
わ
ず
し
て
死
し
、
恒
に
選
り
。
是
れ
不
享
鬼
、

之
れ
に
果
れ
ば
な
り
（
甲
種
［
詰
］
八
四
四
反
）
」
。
ま
た
「
人
恒
に
赤
子
を
遭
う

は
、
照
れ
水
に
亡
傷
（
膓
）
す
。
之
れ
を
取
る
は
乃
ち
三
業
を
為
り
て
繋
れ
を
牢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

し
、
縣
（
懸
）
く
る
に
窟
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
得
ら
る
。
籠
れ
を
逸
る
に
窟
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

て
す
れ
ば
則
ち
死
す
。
亨
（
烹
）
て
去
れ
を
食
ら
わ
ば
害
せ
ず
。
　
（
甲
種
［
詰
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

八
三
一
反
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
灰
」
を
も
ち
い
て
鬼
を
と
ら
え
る
。
そ
の

あ
と
鬼
を
食
べ
て
し
ま
う
の
は
「
十
二
獣
神
が
鬼
を
引
き
裂
い
て
食
べ
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

ぞ
」
と
脅
す
「
灘
」
の
呪
文
に
似
る
。

　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う

　
「
鬼
恒
に
人
に
召
（
詔
）
げ
て
曰
く
、
　
『
璽
（
爾
）
は
必
ず
薬
（
某
）
月
日
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
み
ず

以
て
死
す
』
。
是
れ
持
鬼
（
饒
氏
は
待
）
、
偽
り
て
鼠
と
為
り
、
人
の
醸
・
醤
・
潴
・

将
（
漿
）
中
に
入
る
。
求
め
て
崩
れ
を
去
れ
ば
、
則
ち
已
む
（
甲
種
［
詰
］

八
七
一
反
）
」
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
死
神
で
あ
る
が
、
鼠
の
姿
に
ば
け
て
い
る
と
い

う
。
鼠
に
な
る
と
い
う
の
は
、
本
来
、
鬼
は
霊
魂
で
あ
り
、
気
状
の
も
の
で
あ
る

た
め
、
鼠
の
体
内
に
入
り
込
み
、
そ
の
肉
体
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
「
一
壷
の
中
、
故
早
く
し
て
室
人
皆
な
噛
し
、
或
い
は
死
し
或
い
は
病
む
。
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ず

れ
是
れ
刺
虫
（
饒
氏
は
棘
鬼
）
、
焉
に
在
れ
ば
な
り
。
正
立
し
て
鯉
も
る
（
八
五
九

反
）
」
・
「
人
出
母
く
し
て
鬼
怠
れ
を
攻
め
て
已
ま
ず
。
肖
れ
膨
れ
翌
翌
な
り

八
六
九
反
）
」
・
「
人
権
母
く
し
て
一
室
の
人
皆
な
白
し
、
或
い
は
死
し
或
い
は
病

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
げ
　
　
　
　
　
　
　
お
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と

む
。
丈
夫
・
女
子
、
須
（
髪
）
を
晴
（
堕
）
し
、
髪
を
嶽
し
、
黄
去
た
り
。
苦
れ

　
　
ほ
う

是
れ
某
人
、
生
れ
て
鬼
と
為
る
（
八
五
三
反
）
」
。
こ
こ
で
は
疫
病
で
病
ん
だ
り
、

死
ん
だ
り
す
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
刺
鬼
な
ど
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
興
味
ぶ

か
い
の
は
「
故
母
く
し
て
」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
随
所
に
み
え
る
。
こ
の
表

一2一



現
は
先
に
み
た
王
父
な
ど
の
「
崇
り
」
と
比
較
で
き
る
。
　
「
崇
り
」
の
場
合
は
、

回
る
理
由
が
あ
る
が
、
　
「
故
焼
く
し
て
」
の
場
合
は
文
字
ど
お
り
、
そ
の
理
由
が

な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
か
ゆ

　
「
一
室
の
人
、
皆
な
膿
（
膿
）
を
養
（
震
）
し
と
す
。
属
鬼
、
之
れ
に
居
る
。

生
桐
を
其
の
室
中
に
旙
け
ば
則
ち
巳
む
（
甲
種
［
詰
］
八
四
四
反
）
」
。
「
痩
鬼
」

と
い
う
名
か
ら
は
悪
質
な
症
状
を
想
像
さ
せ
る
が
、
体
が
痒
く
な
る
と
い
う
。
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

を
室
内
で
焼
き
、
そ
の
煙
に
よ
っ
て
鬼
を
追
い
払
う
。
な
お
桐
人
は
殉
葬
に
用
い
、

　
　
　
　
ど

ま
た
母
材
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
桐
木
に
遺
体
を
あ
ら
す
鬼
を
し
り
ぞ
け
る

力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
「
鬼
恒
に
夜
に
人
門
を
鼓
し
、
以
て
歌
う
こ
と
属
す
る
が
若
し
。
人
之
れ
を
見

る
。
是
れ
兇
鬼
な
り
…
（
甲
種
［
詰
］
八
六
七
反
）
」
。
『
論
衡
』
に
よ
れ
ば
死
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

近
い
人
が
鬼
を
見
る
。
自
身
も
鬼
に
近
づ
い
て
い
る
か
ら
鬼
が
見
え
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
人
零
れ
を
見
る
」
と
あ
え
て
い
う
の
は
、
鬼
は
ふ
つ
う
見
え
な
い
と
さ

れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
「
鬼
、
慨
に
人
に
悪
気
（
夢
）
を
為
す
。
覚
め
て
占
う
潤
し
。
誇
れ
圖
夫
な
り

（
甲
種
［
詰
］
八
五
二
反
）
」
。
夢
に
鬼
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
こ
こ
は

鬼
が
人
に
悪
夢
を
見
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
以
外
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
鬼
が
み
え
る
。
　
「
凡
そ
邦
中
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

叢
、
其
の
一
望
に
夜
、
諄
ぶ
。
留
れ
遽
鬼
の
人
を
執
ら
え
ん
と
す
る
な
り
（
甲
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

［
詰
］
八
二
九
反
）
」
。
「
人
故
母
く
し
て
室
皆
な
傷
う
。
是
れ
楽
邊
の
鬼
、
之
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

に
処
れ
ば
な
り
（
甲
種
［
詰
］
八
三
九
反
ご
・
「
人
糞
母
く
し
て
鬼
其
の
宮
を
昔

（
籍
）
む
。
弱
れ
濡
れ
野
寄
な
り
（
八
六
七
反
）
」
・
「
故
丘
の
鬼
、
恒
に
人
を
畏
れ

し
む
（
甲
種
［
詰
］
八
七
二
反
）
」
・
「
書
論
母
く
し
て
鬼
焦
れ
を
惑
わ
す
。
是
れ

條
鬼
な
り
（
八
六
四
反
）
」
・
「
人
故
亡
く
し
て
鬼
取
り
て
膠
を
為
す
。
食
れ
是
れ
哀

鬼
な
り
。
人
と
徒
を
為
し
、
人
の
色
を
し
て
白
然
と
し
て
気
母
か
ら
し
む

（
八
六
二
反
）
」
。
「
暴
（
暴
）
鬼
（
甲
種
［
詰
］
八
五
九
反
）
（
「
暴
評
」
は
甲
種

［
詰
］
五
六
に
も
あ
る
）
」
・
「
餓
鬼
（
八
三
四
反
）
」
・
「
室
鬼
拘
ら
え
ん
と
欲
す

（一

Z
七
一
）
」
・
「
游
鬼
（
甲
種
［
詰
］
八
四
五
反
）
」
な
ど
が
あ
る
。

　
鬼
以
外
の
も
の
と
し
て
、
　
「
大
殊
（
魅
）
（
八
六
九
反
ご
が
あ
る
。
秣
は
、

『
山
海
経
』
海
内
昌
昌
に
「
秣
、
其
の
物
為
る
や
人
身
黒
蓋
書
目
」
と
あ
り
、
郭

瑛
の
注
で
は
「
秣
は
即
ち
魅
な
り
」
と
「
魅
」
だ
と
さ
れ
る
。
　
「
魅
」
は
「
彪
」

で
、
　
『
説
文
』
　
「
彪
」
で
は
「
垂
物
の
精
な
り
」
と
い
う
。
年
を
へ
た
物
が
径
異

を
な
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
精
」
と
さ
れ
る
が
、
　
『
史
記
』
　
「
五
帝
本
紀
」

「
魑
魅
」
に
つ
け
ら
れ
た
「
集
解
」
に
ひ
く
服
虞
の
説
は
「
山
林
の
異
気
の
生
ず

る
所
」
と
「
気
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
「
是
れ
神
狗
偽
り
て
鬼
と
為
る
（
八
四
八
反
）
」
・
「
狼
、
恒
に
君
門
に
諄
び

て
曰
く
…
（
甲
種
［
詰
］
八
六
三
反
）
」
・
「
女
院
（
甲
種
［
詰
］
八
五
一
反
）
」
・

「
幼
聾
・
大
神
（
人
を
害
す
）
　
（
甲
種
［
詰
］
八
四
六
反
）
」
な
ど
も
み
え
る
。
狗

や
狼
・
鼠
・
龍
な
ど
の
動
物
も
ま
た
害
を
与
え
る
。
狗
は
神
狗
で
あ
り
、
た
ん
な

　
　
　
　
お
　

る
狗
で
は
な
い
。
　
「
大
神
（
八
六
九
反
）
」
と
い
う
神
も
み
え
る
。

　
神
に
関
し
て
は
他
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
「
里
言
に
人
に
胃
（
謂
）

　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
あ
た

う
。
　
『
我
に
而
の
女
を
鼠
え
よ
』
と
。
辞
す
る
可
か
ら
ず
。
是
れ
上
神
下
り
て
妻

　
め
と
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば

を
取
る
な
り
。
較
（
繋
）
る
に
葦
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
死
す
（
甲
種
［
詰
］

八
五
七
反
）
」
。
こ
の
「
上
神
」
は
甲
種
［
詰
］
八
六
五
反
に
も
み
え
る
。
　
「
上
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

は
『
礼
記
』
礼
運
篇
に
「
其
の
祝
蝦
（
福
の
意
味
）
を
修
め
、
以
て
上
神
と
先
祖

を
下
ら
す
」
と
あ
る
。
そ
の
疏
に
は
「
上
神
と
は
上
に
在
る
の
精
魂
の
神
、
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
あ
　

先
祖
な
り
。
其
の
精
気
を
指
し
、
之
れ
を
上
神
と
謂
う
。
其
の
見
繕
を
指
し
、
写

れ
を
先
祖
と
謂
う
。
協
句
に
し
て
乱
れ
を
言
い
、
分
か
ち
て
二
と
為
す
の
み
」
と

あ
り
、
上
神
も
先
祖
も
同
じ
も
の
だ
と
い
う
。
天
に
い
る
祖
霊
を
さ
す
の
で
あ
ろ

う
。
　
『
礼
記
』
は
降
神
の
儀
式
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
　
「
日
書
」
の
「
上
神
」
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と
い
う
鬼
も
祖
霊
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
　
「
降
神
」
の
儀
式
と
は
無
関
係
に
、
や
っ

て
き
て
、
　
「
女
を
あ
た
え
よ
」
と
難
題
を
い
う
。
さ
き
に
は
祖
口
と
い
う
祖
霊
に

犬
の
糞
を
な
げ
て
追
い
払
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
葦
縄
で
縛
れ
ば
死
ぬ
、
と
述
べ
ら

れ
る
。

　
も
鬼
恒
に
人
の
女
に
従
い
て
、
与
に
居
る
。
曰
く
、
『
上
帝
の
子
、
下
翼
す
』

と
。
去
ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
自
ら
浴
び
る
に
犬
の
矢
を
以
て
し
、
繋
ぐ
に
葦

を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
死
す
（
甲
種
［
詰
］
八
五
八
反
）
」
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容

が
記
さ
れ
る
。
上
帝
は
天
帝
だ
が
、
そ
の
子
が
下
書
す
と
い
う
。
こ
こ
は
上
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
り

子
が
よ
り
っ
か
な
い
よ
う
に
自
ら
の
身
体
に
犬
の
糞
を
浴
び
る
。

　
「
活
量
（
甲
種
［
詰
］
八
六
〇
反
）
」
・
「
跳
虫
（
甲
種
［
詰
］
八
六
二
反
）
」

も
「
神
」
と
関
わ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
野
獣
若
し
く
は
六
畜
、
人
に
逢
い
て
言
う
。
解
れ
野
風
の
気
な
り
。
撃
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

桃
丈
（
杖
）
を
以
て
し
、
廓
（
履
）
を
繹
（
繹
）
ぎ
て
、
之
れ
に
投
ず
れ
ば
則
ち

已
む
」
・
「
凡
そ
大
票
（
瓢
）
風
有
り
て
人
を
害
す
。
繹
（
繹
）
ぎ
て
、
之
れ
に

投
ず
れ
ば
則
ち
止
む
（
八
三
二
反
）
」
な
ど
。
こ
こ
に
は
「
瓢
風
の
気
」
と
い
う

「
気
」
が
み
え
る
。
　
「
気
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
対
処
の
方
法
は
鬼
に
対
す
る
も

の
と
同
様
で
あ
る
。
風
は
他
に
「
寒
風
、
人
室
に
入
る
（
八
三
八
反
）
」
が
あ
る
。

　
「
竃
、
故
母
く
し
て
以
て
食
を
熟
す
可
か
ら
ず
。
陽
鬼
、
其
の
気
を
取
れ
ば
な

り
。
琢
の
矢
を
室
中
に
播
け
ば
則
ち
止
む
（
八
四
二
反
）
」
。
こ
こ
で
は
「
陽
鬼
」

と
い
う
陰
陽
に
関
係
す
る
鬼
が
み
え
る
。
こ
れ
が
竃
の
気
を
取
っ
た
た
め
、
竃
で

食
べ
物
が
煮
え
な
い
と
い
う
。
竃
は
火
で
あ
り
、
陽
で
あ
る
の
で
、
竃
の
気
は
陽

の
気
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
陽
鬼
」
と
は
そ
の
陽
の
気
を
食
ら
う
鬼
の
よ
う
で

あ
る
。
琢
の
矢
を
焼
い
て
煙
を
出
し
、
そ
の
悪
臭
に
よ
っ
て
鬼
を
追
い
払
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

あ
ろ
う
。
　
「
女
子
狂
擬
せ
ざ
る
に
、
歌
い
て
以
て
商
を
生
す
は
、
是
れ
陽
鬼
の
楽
、

之
れ
に
従
え
ば
な
り
（
甲
種
［
詰
］
八
四
九
反
）
」
に
も
陽
鬼
は
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん

　
「
人
の
六
畜
、
故
畏
く
し
て
皆
な
死
す
。
歌
心
の
気
入
れ
ば
な
り
（
八
四
〇
反
）
」
。

こ
こ
で
は
鬼
は
気
と
な
り
、
六
畜
の
な
か
に
入
り
こ
み
、
死
亡
さ
せ
る
。
　
「
日
書
」

に
お
い
て
、
す
で
に
鬼
と
気
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
鬼
は
ふ
つ
う
目
に
見
え

ず
、
体
内
に
入
り
こ
ん
だ
り
す
る
。
鬼
が
気
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
合
理
的
に
説
明

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
鬼
神
は
、
子
孫
に
福
を
も
た
ら
し
、
ま
た
災
厄
を
も
た
ら
す
。
け
れ

ど
も
「
日
書
」
に
み
え
る
鬼
は
、
も
っ
ぱ
ら
災
厄
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
語
ら

れ
る
。
同
時
に
そ
の
撃
退
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
桃
や
桐

と
い
っ
た
鬼
の
撃
退
に
有
効
と
さ
れ
た
木
を
使
い
、
弓
・
矢
・
剣
と
い
っ
た
武
器

で
追
い
払
う
。
こ
れ
ら
は
実
用
の
武
器
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
ま
た
葦
縄
で
し

ば
る
。
包
ん
で
埋
め
る
。
鬼
（
霊
魂
）
の
よ
り
つ
い
た
枯
骨
を
移
動
さ
せ
る
。
灰

を
ま
く
、
煙
で
い
ぶ
す
、
な
ど
が
あ
る
。

　
「
日
書
」
で
は
鬼
の
撃
退
に
薬
物
よ
り
も
呪
具
を
使
う
こ
と
が
多
い
。
鬼
が
ま

だ
体
内
に
入
り
こ
ん
で
い
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
「
日
書
」
は
干

支
と
深
く
か
か
わ
る
の
で
、
五
行
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
鬼
自

体
は
五
行
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
。

二
、
　
『
五
十
二
病
方
』
の
鬼

　
当
代
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
『
五
十
二
底
方
』
（
以
下
『
導
爆
』
と
略
称
）
、
も

ま
た
「
日
書
」
と
同
様
の
世
界
観
の
も
と
に
あ
る
。
た
だ
し
「
病
方
」
と
い
う
書

物
の
性
格
上
、
鬼
は
病
を
起
こ
す
原
因
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
病

の
治
療
と
は
、
患
部
に
対
す
る
適
切
な
処
置
で
は
な
く
、
鬼
を
追
い
払
い
薬
殺
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
呪
文
が
併
用
さ
れ
る
。
呪
文
の
原
理
は
強
力
な
神
を

呼
び
だ
し
、
あ
る
い
は
自
ら
が
神
に
な
り
か
わ
り
、
悪
鬼
を
追
い
払
う
と
い
う
も

一4一



の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
傷
つ
く
る
者
の
血
出
づ
。
祝
し
て
曰
く
、
　
「
男
子
は
端
く
せ
。
女
子
は
載
て
」

　
　
と
。
五
た
び
地
に
画
し
て
以
れ
を
□
せ
よ
。
　
（
諸
傷
）

　
こ
こ
で
は
出
血
の
際
に
呪
文
を
と
な
え
る
。
そ
の
あ
と
豚
の
膏
か
ら
つ
く
っ
た

軟
膏
の
類
を
塗
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　

　
　
諸
傷
。
風
、
傷
に
入
る
。
擁
を
傷
つ
け
痛
む
。
…
以
て
寒
気
を
欧
（
駆
？
）

　
　
る
。
（
諸
傷
）

　
こ
こ
で
は
「
風
」
・
「
寒
気
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。
こ
れ
は
『
傷
寒
論
』

「
傷
寒
例
」
の
「
…
此
を
以
て
冬
、
寒
に
傷
つ
き
」
や
「
凡
そ
傷
寒
の
病
、
多
く

風
寒
に
従
り
て
之
れ
を
得
」
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
寒
気
の
語
は
『
黄
帝
内
経
』

に
も
多
く
み
え
る
。

　
「
風
」
・
「
寒
気
」
は
確
か
に
「
気
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

「
寒
気
を
欧
る
」
と
い
う
表
現
は
、
む
し
ろ
「
鬼
」
を
追
い
払
う
表
現
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
気
」
も
ま
た
「
鬼
」
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　
　
頽
（
鼠
蹟
ヘ
ル
ニ
ア
）
。
柏
の
杵
を
操
り
、
禺
達
す
る
こ
と
三
た
び
。
曰
く
、

　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
　
　
　
　
　
ふ

　
　
「
責
く
者
、
　
一
た
び
胡
（
た
れ
さ
が
っ
た
ヘ
ル
ニ
ア
の
肉
）
を
嚢
か
ん
。
濱

　
　
く
者
二
た
び
胡
を
嚢
か
ん
。
漬
く
者
三
た
び
胡
を
嚢
か
ん
。
柏
の
杵
は
臼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
ご
と
く
穿
た
ん
。
　
一
階
に
一
定
（
子
？
）
な
る
に
、
□
（
若
？
）
独
り
三

　
　
（
二
つ
の
睾
丸
に
落
ち
込
ん
だ
腸
を
あ
わ
せ
た
数
？
）
有
り
。
貴
く
者
、
若

　
　
　
つ

　
　
を
種
（
撞
？
）
か
ん
。
柏
の
杵
を
以
て
七
た
び
し
、
某
の
彼
を
し
て
一
階
か

　
　
ら
し
め
ん
」
と
。
必
ず
同
族
を
し
て
頽
者
を
抱
か
し
め
、
東
郷
（
東
向
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
〔
2
3
）

　
　
の
窃
の
道
の
外
に
直
り
、
齢
し
て
逼
れ
を
尊
く
。
（
腸
頽
）

　
肢
は
、
『
説
文
』
に
「
殻
鼓
。
大
剛
卯
。
以
て
鬼
彪
（
魅
）
を
逐
う
」
と
あ
る
。

「
大
剛
卯
」
は
漢
、
史
游
『
急
斜
篇
』
十
五
章
「
魑
を
射
ち
邪
を
虫
け
配
点
を
除

く
」
の
顔
師
古
の
注
に
み
え
る
。

　
　
魑
は
小
児
鬼
な
り
。
魑
を
射
つ
と
は
、
能
く
射
ち
て
魑
鬼
を
去
ら
し
む
る
を

　
　
言
う
。
…
一
に
曰
く
魑
を
射
つ
と
は
、
大
剛
卯
を
謂
う
な
り
。
金
玉
を
以
て

　
　
乃
ち
桃
木
に
刻
し
て
之
を
為
る
。
一
名
鍛
鼓
。
其
の
上
に
銘
有
り
て
労
に
孔

　
　
　
　
　
　
か

　
　
を
穿
つ
。
系
く
る
に
総
糸
を
以
て
し
、
用
て
肘
に
係
く
。
亦
た
精
勤
を
逐
う

　
　
所
以
な
り
。

と
あ
り
、
桃
の
木
に
彫
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
桃
は
鬼
を
追
い
払
う
た
め
に
多
用

　
　
　
　

さ
れ
る
。

　
『
病
方
』
の
此
の
箇
所
は
灘
の
儀
式
と
類
似
し
た
方
法
に
よ
り
病
の
原
因
の
鬼

を
追
い
払
っ
て
い
る
。

　
「
痺
」
に
も
呪
文
の
あ
と
に
「
鉄
椎
を
以
て
之
れ
を
鼓
段
す
る
こ
と
二
七
」
と

あ
り
、
実
際
に
鉄
槌
で
十
四
回
叩
く
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
魑
自
体
も
『
男
方
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
魑
。
禺
歩
す
る
こ
と
三
た
び
。
桃
の
東
幟
を
取
り
、
中
ほ
ど
に
別
か
ち
て
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
□
□
の
侶
と
為
し
、
門
戸
の
上
に
笄
す
こ
と
各
お
の
一
。

　
　
一
。
祝
し
て
曰
く
、
漬
す
る
者
は
魑
の
父
、
魑
の
母
な
り
。
論
難
□
を
解
す

　
　
こ
と
勿
か
れ
。
北
□
巫
婦
、
若
を
求
め
固
く
得
ん
。
若
の
四
品
を
□
し
、
若

　
　
の
十
指
を
編
み
、
若
を
断
水
に
投
ぜ
ん
。
人
な
り
人
な
り
。
而
し
て
鬼
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
　
　
　
ひ
ょ
う
た
ん

　
　
す
。
毎
に
□
を
行
い
、
掌
れ
た
謡
を
以
て
車
と
為
し
、
徹
箕
を
以
て
輿
と
為

　
　
す
。
人
の
黒
猪
に
乗
り
、
人
の
室
家
に
行
か
し
む
。
満
期
□
□
受
口
□
□
□

　
　
若
□
□
胆
（
肱
）
を
徹
す
。
魑
の
□
（
父
？
）
、
越
の
□
（
母
？
）
、
□
□
□

　
　
所
。
　
（
魑
）

　
「
若
を
□
水
に
投
ぜ
ん
」
は
『
後
漢
書
』
　
「
礼
儀
志
」
で
鬼
を
洛
水
に
追
い
払

う
こ
と
と
似
て
い
る
。

　
魑
は
小
児
鬼
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
魑
の
お
そ
れ
る
も
の
は
、
魑
の
父
母
だ
と
い
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う
。
魑
は
魑
を
生
み
出
し
た
者
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

　
灘
の
儀
式
で
は
、
鬼
を
追
い
払
う
の
は
方
相
氏
と
呼
ば
れ
る
神
で
あ
っ
た
が
、

『
里
方
』
で
は
呪
文
の
な
か
に
天
帝
が
登
場
す
る
。

　
　
峯
。
饗
し
て
曰
く
、
敵
。
黍
。
三
た
び
す
。
即
ち
曰
く
、
　
「
天
応
（
帝
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
し

　
　
若
を
下
す
は
、
弓
矢
に
黍
ぬ
る
を
以
て
す
。
今
、
若
は
下
民
に
痘
（
か
ぶ
れ

　
　
て
薄
い
膜
の
で
き
る
も
の
。
こ
こ
は
う
る
し
ま
け
を
た
と
え
る
）
を
為
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
　
　
う

　
　
若
に
徐
る
に
琢
の
矢
を
以
て
せ
ん
。
履
の
下
を
以
て
之
れ
を
靡
き
抵
た
ん
」

　
　
と
。
　
（
髪
）

　
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
一
方
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
に

　
　
祝
し
て
瞬
く
、
　
「
蕾
（
帝
）
に
五
兵
右
（
有
）
り
。
奎
（
爾
）
亡
げ
よ
。
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ

　
　
げ
ざ
れ
ば
、
刀
に
継
ぎ
て
装
い
を
為
さ
ん
」
と
。
即
ち
認
れ
に
唾
す
る
こ
と
、

　
　
男
子
は
七
。
女
子
は
二
七
。
　
（
髪
）

と
あ
る
。
漆
を
人
間
界
に
下
し
た
も
の
は
天
帝
で
あ
る
。
し
か
し
漆
が
人
の
役
に

た
た
ず
、
か
ぶ
れ
を
お
こ
し
た
り
す
る
と
、
そ
れ
を
追
い
払
お
う
と
す
る
。
次
の

箇
所
で
は
漆
は
「
漆
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
豚
の
糞
な
ど
の
汚
い
も
の
を
塗

る
と
脅
し
た
り
、
靴
底
で
ふ
み
つ
け
る
と
脅
す
。
さ
ら
に
は
天
帝
の
武
器
で
切
り

殺
す
そ
、
と
い
う
。

　
ま
た
「
腸
頽
」
で
は
天
神
・
神
女
が
み
え
る
。
　
「
□
燗
…
者
」
・
「
久
痘
」
に
は

黄
神
が
み
え
る
。
こ
れ
は
「
黄
神
在
竃
中
」
と
カ
マ
ド
の
神
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
う
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
ら

　
　
盤
に
□
る
考
、
扁
輻
（
編
幅
）
を
播
く
に
荊
の
薪
を
以
て
し
、
即
ち
以
て
邪

　
　
者
に
食
ら
わ
す
。
　
（
盤
）

　
　
（
2
6
V

　
馬
継
興
は
『
漢
書
』
元
帝
紀
に
つ
け
ら
れ
た
顔
師
古
の
注
「
邪
は
生
気
に
非
ざ

る
を
言
う
な
り
」
を
引
用
し
、
　
「
不
正
の
気
」
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
こ
こ
を

「
正
気
」
に
対
す
る
「
邪
気
」
と
「
気
」
の
観
点
で
と
ら
え
て
よ
い
か
は
疑
問
で

あ
る
。

　
『
病
方
』
は
ほ
と
ん
ど
が
呪
文
と
薬
物
療
法
で
あ
る
が
砥
石
や
「
灸
」
に
よ
る

治
療
も
み
え
る
。

　
　
積
。
先
ず
卵
（
睾
丸
）
を
上
げ
、
そ
の
皮
を
引
き
下
す
。
犯
を
以
て
其
の

　
　
　
た
ロ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ

　
　
〔
階
れ
し
〕
労
を
穿
つ
。
胆
汁
及
び
膏
□
を
□
（
？
）
け
、
擁
（
澆
）
ぐ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
き
ず

　
　
醇
〔
酒
〕
を
以
て
す
。
有
た
其
の
瘡
に
久
（
灸
）
し
、
風
を
し
て
及
ば
し
む

　
　
る
響
け
れ
ば
、
憶
え
易
し
。
而
し
て
其
の
泰
（
太
）
陰
・
泰
（
太
）
陽
に
久

　
　
（
灸
）
す
。
　
（
腸
頽
）

　
こ
こ
に
は
砥
石
や
「
灸
」
に
よ
る
治
療
が
み
え
、
ま
た
泰
（
太
）
陰
（
脈
）
・

泰
（
太
）
陽
（
脈
）
の
語
も
み
え
る
。
　
『
三
王
堆
古
医
書
早
戸
』
四
九
三
頁
に
よ

れ
ば
、
太
陽
や
太
陰
脈
の
名
は
み
え
る
が
穴
名
は
な
く
、
ま
た
『
風
月
十
一
脈
灸

経
』
・
『
陰
陽
十
一
脈
実
説
』
等
に
は
、
太
陽
脈
や
太
陰
脈
に
よ
っ
て
瘡
癌
の
治

療
を
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。

　
『
病
方
』
　
「
腸
頽
」
に
は
、
や
は
り
瘡
疵
の
治
療
に
中
嫁
す
な
わ
ち
頭
の
て
っ

ぺ
ん
に
灸
を
す
え
る
こ
と
を
い
う
。
灸
は
疽
の
治
療
に
も
あ
る
。
た
だ
し
灸
の
治

療
法
と
し
て
み
れ
ば
経
絡
を
熟
知
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

　
ま
た
『
諸
方
』
　
「
腸
頽
」
に
は
病
の
快
癒
を
感
謝
し
、
豚
を
供
え
る
こ
と
を
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箆
）

す
。
赤
堀
昭
氏
は
、
こ
の
神
を
司
命
神
と
推
測
し
て
い
る
。

三
、
　
『
神
農
本
草
経
』
の
鬼

　
『
神
農
本
草
経
』
の
鬼
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
論
じ
た
い
。
こ
の
書
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
鬼
が
あ
ら
わ

れ
る
。
鬼
（
1
2
）
・
鬼
歯
（
2
）
・
殊
鬼
（
1
）
・
注
鬼
（
1
）
・
幽
鬼
（
1
）
・
百
鬼
（
1
）
・

邪
悪
鬼
（
1
）
・
注
悪
鬼
（
1
）
・
［
（
　
）
内
は
あ
ら
わ
れ
る
回
数
］
。
「
日
書
」
と
比

べ
る
と
鬼
の
種
類
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
　
「
日
書
」
で
は
「
○
○
は
A
鬼
な
り
」
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と
、
鬼
の
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
鬼
の
正
体
を
知
り
、
そ
れ

を
撃
退
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
　
『
神
農
本
草
経
』
に
は
そ
の
意
識

は
あ
ま
り
み
え
な
い
。

　
鬼
を
退
治
す
る
言
い
方
と
し
て
は
、
治
（
2
4
）
・
殺
（
1
9
）
・
除
（
3
）
・
辟
（
2
）
．

去
（
2
）
・
見
（
2
）
が
み
え
る
。
こ
の
う
ち
殺
が
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
「
鬼

を
殺
す
」
・
「
邪
鬼
を
除
く
」
・
「
鬼
・
怪
物
を
殺
す
」
・
「
精
物
・
悪
鬼
を
殺
す
」
．

「
精
薄
・
邪
悪
の
鬼
を
殺
す
」
・
「
百
精
∵
廃
物
・
映
鬼
を
殺
す
」
・
「
精
物
．
悪
鬼
．

邪
気
・
百
虫
・
毒
腫
を
殺
す
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
鬼
は
本
来
、
死
者
の
霊

魂
で
あ
る
の
で
、
鬼
を
殺
す
と
い
う
の
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
　
「
日

書
」
に
も
鬼
を
殺
す
こ
と
が
み
え
、
灘
の
呪
文
の
内
容
も
鬼
を
殺
す
こ
と
に
つ
な

が
る
。
感
覚
的
に
は
十
分
了
解
で
き
る
表
現
で
あ
る
。

　
鬼
の
お
こ
す
病
と
し
て
は
、
鬼
注
（
2
2
）
・
鬼
毒
（
4
）
・
鬼
盤
（
1
）
・
鬼
瘡
（
1
）
．

鬼
窟
瘡
（
1
）
・
鬼
気
（
1
）
・
鬼
歯
（
1
）
な
ど
が
み
え
る
［
（
　
）
内
は
あ
ら
わ
れ
る

回
数
］
。
こ
う
い
つ
た
病
名
は
も
ち
ろ
ん
『
黄
帝
内
経
』
に
は
み
え
な
い
。
し
か

し
『
諸
病
源
雄
志
』
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
草
書
に
み
え
る
こ
う
い
つ
た
朗

詠
の
病
名
は
や
は
り
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
『
神
農
本
草
経
』
に
は
「
鬼
」
だ
け
で
な
く
「
鬼
気
（
巻
下
、
石
長
生
）
」

と
い
う
語
も
み
え
る
。
ま
た
「
邪
気
」
も
多
出
す
る
。
　
『
黄
帝
内
経
』
の
邪
気
は

正
気
や
精
気
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
　
『
神
農
本
草
経
』
で
は
正
気
や
精
気

と
い
う
言
い
方
は
み
え
な
い
。
な
お
邪
気
は
『
礼
記
』
書
記
、
　
『
荘
子
』
刻
意
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

『
管
子
』
形
勢
解
、
『
准
南
子
』
、
『
史
記
』
扁
鵡
倉
公
列
伝
な
ど
に
も
み
え
る
。

四
、
　
『
傷
寒
論
』
の
鬼

　
『
傷
寒
論
』
に
は
「
脈
」
あ
る
い
は
「
太
陽
病
」
と
い
っ
た
表
現
が
随
所
に
み

え
、
気
系
列
の
病
因
論
を
と
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
『
黄
帝
読
経
』
に
似
て
い

る
。
た
だ
し
『
黄
帝
内
経
』
は
鍼
石
に
よ
る
治
療
を
主
と
す
る
が
、
　
『
傷
寒
論
』

は
方
剤
に
よ
る
治
療
が
主
で
あ
る
。
　
『
黄
帝
内
経
』
に
は
「
邪
」
お
よ
び
「
邪
気
」

の
語
が
頻
出
す
る
が
『
傷
寒
論
』
で
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
ら
わ
れ
な
い
。
ま
た

「
邪
気
」
に
対
す
る
「
正
気
」
あ
る
い
は
「
精
気
」
と
い
っ
た
表
現
も
見
え
な
い
。

こ
れ
は
薬
物
に
よ
る
治
療
が
主
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
薬
物
治
療
は
原
理
的
に

「
気
」
と
結
び
つ
き
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
『
傷
寒
論
』
に
は
「
鬼
」
も
数
例
あ
ら
わ
れ
る
。
婦
人
傷
寒
、
熱
を
発
す
…

　
　
暮
に
則
ち
譜
語
し
、
鬼
の
状
を
見
る
者
の
如
し
、
此
れ
熱
の
堅
磐
に
入
る
が

　
　
為
な
り
。
胃
氣
及
び
上
二
焦
を
犯
す
無
け
れ
ば
、
必
ず
自
ら
愈
ゆ
。
（
墨
太

　
　
陽
病
脈
症
井
治
下
）

　
こ
こ
は
発
熱
し
、
う
わ
ご
と
を
い
い
、
鬼
を
見
た
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
同
様

の
例
は
「
潮
熱
を
発
し
、
…
独
語
し
、
鬼
の
状
を
見
る
が
如
し
（
辮
陽
明
病
害
症

卍
繋
）
・
（
辮
発
汗
吐
下
後
病
乱
篭
井
治
）
」
・
「
…
熱
を
発
し
、
狂
肥
し
て
鬼
を

見
る
（
辮
不
可
下
重
量
症
山
事
）
」
と
、
い
く
つ
か
あ
る
。
熱
に
う
か
さ
れ
、
精

神
が
異
常
に
な
る
状
況
を
さ
す
。

　
「
鬼
を
見
る
」
と
い
う
表
現
は
、
鬼
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

が
、
鬼
が
体
内
に
入
り
こ
ん
で
病
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
赤
く
腫
れ
て
芯
の
あ
る
「
で
き
も
の
」
に
灸
を
す
え
る
と
い
う
療
法
を
記

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
…
其
の
核
上
に
灸
す
る
こ
と
各
お
の
一
壮
、
桂
枝
加
桂
湯
を
与
え
、
更
に
桂

　
　
二
両
を
加
う
る
な
り
。
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こ
れ
は
『
病
方
』
の
記
述
と
比
較
し
て
み
る
と
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
身
に
癖
有
る
者
は
、
自
ら
大
山
陵
（
擁
を
た
と
え
る
）
を
睾
て
取
る
。
某
は

　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
幸
ら
わ
れ
て
擁
を
病
む
。
我
れ
百
疾
の
□
に
直
た
る
。
膨
れ
明
月
を
以
て
若

　
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
た

　
　
を
妬
ら
さ
ん
。
寒
□
□
□
□
柞
槍
（
槍
？
）
を
以
て
せ
ん
。
若
を
程
（
柾
？
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ

　
　
ぐ
る
に
虎
蚤
（
爪
？
）
を
以
て
せ
ん
。
若
の
刀
を
挟
り
取
り
。
若
の
葦
（
章
？
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
を
割
き
、
若
の
肉
を
別
た
ん
。
□
若
去
ら
ざ
れ
ば
、
苦
し
ま
ん
。
淫
（
唾
？
）

　
　
□
□
□
□
□
。
朝
日
未
だ
□
、
口
郷
（
向
？
）
し
て
之
れ
に
淫
（
唾
？
）
せ

　
　
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
こ
こ
に
は
呪
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
若
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
「
癌
」
で
あ

る
。
　
「
痙
」
は
体
内
に
悪
鬼
が
入
り
こ
ん
で
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
追
い
だ
す
だ

め
に
は
悪
鬼
を
お
ど
し
つ
け
る
呪
文
が
必
要
で
、
実
際
の
治
療
は
そ
の
あ
と
に
行

な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
薬
物
を
塗
布
し
、
　
「
要
れ
を
乾
る
」
と
、
火
に
よ
る
療
法

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
　
「
で
き
も
の
」
を
火
で
焼
く
と
い
う
治
療
法
は
『
傷
寒
論
』
・

『
職
方
』
に
共
通
す
る
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
あ
る
病
に
対
す
る
考
え
方
は
全
く

異
な
る
。

　
ま
た
『
傷
寒
論
』
　
「
辮
陰
陽
易
差
後
労
復
病
脈
症
井
治
」
に
は
「
衡
易
」
の
治

療
に
「
焼
野
散
」
を
も
ち
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
「
婦
人
の
中

揮
、
隠
処
に
近
し
。
焼
き
て
灰
と
作
す
を
取
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
女
性

の
下
着
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
け
ど

　
こ
れ
も
『
病
方
』
の
「
熱
」
の
治
療
の
女
子
の
布
を
漬
け
、
汁
を
以
て
謙
れ
を

つ傳
く
」
を
想
起
さ
せ
る
。
　
「
女
子
の
布
」
は
下
着
と
解
さ
れ
、
こ
こ
に
も
呪
文
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
『
病
方
』
で
は
ほ
か
に
「
女
子
の
布
」
が
「
痺
（
ヘ
ル
ニ
ア
）
」

の
治
療
に
み
え
、
さ
ら
に
「
女
子
の
月
雪
布
（
女
子
の
月
経
の
血
の
つ
い
た
布
）
」

を
「
頽
（
脱
腸
）
」
の
治
療
に
用
い
た
り
、
　
「
女
子
の
未
だ
嘗
て
丈
夫
あ
ら
ざ
る

者
の
□
（
布
？
）
」
を
盤
の
治
療
に
用
い
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
用
い
る
理

　
　
　
　
　
　
　
ハ
を

由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
傷
寒
論
』
の
「
婦
人
の
中
底
」
も
ま
た
「
女
子
の
布
」
の
流
れ
に
あ
る
治
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
傷
寒
論
』
で
は
「
婦
人
は
男
子
の
揮
を
取
り
て
焼
き
て

服
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
婦
人
に
は
男
子
の
も
の
を
用
い
る
。
つ
ま
り
男
子
に
は
女

子
の
も
の
、
女
子
に
は
男
子
の
も
の
を
用
い
る
。
こ
れ
は
本
来
は
呪
術
的
で
あ
っ

た
も
の
を
「
陰
陽
」
の
考
え
方
で
と
ら
え
な
お
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

五
、
　
『
諸
病
源
候
論
』
の
鬼

　
階
、
巣
元
方
等
編
『
諸
病
源
争
論
』
は
大
業
六
年
（
六
一
〇
年
）
に
つ
く
ら
れ

た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
は
各
種
の
疾
病
の
原
因
を
六
十
七
門
、
千
七
百
三
十
九

候
に
分
け
て
論
述
す
る
。
ま
た
養
生
・
導
引
な
ど
も
あ
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
る
。

基
本
的
に
は
、
気
お
よ
び
経
絡
の
考
え
方
に
も
と
つ
く
書
物
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
鬼
」
に
関
す
る
も
の
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
以
下
、
具
体
例

を
あ
げ
て
い
く
。

　
　
「
鬼
想
望
4
7
」
は
鬼
を
病
因
と
み
る
。

　
　
凡
そ
邪
気
・
習
物
の
為
す
所
の
病
な
り
。
其
の
状
、
同
じ
か
ら
ず
。
或
い
は

　
　
言
語
二
七
し
、
或
い
は
帰
奥
驚
走
し
、
或
い
は
癩
狂
幡
乱
し
、
或
い
は
喜
怒

　
　
悲
笑
し
、
或
い
は
大
い
に
怖
耀
し
人
の
来
た
り
て
逐
う
が
如
し
、
或
い
は
歌

　
　
謡
詠
蔵
し
、
或
い
は
肯
え
て
語
ら
ず
。

　
症
状
に
は
精
神
の
異
常
が
伺
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
邪
気
と
三
物
が
同
格
に
あ
っ

か
わ
れ
て
い
る
。

　
　
針
を
持
ち
髪
中
に
置
き
、
病
者
の
門
に
入
り
、
増
岸
の
水
を
取
り
、
三
尺
の

　
　
新
布
を
以
て
止
れ
を
覆
い
、
刀
を
三
岡
に
横
た
え
、
病
者
を
前
に
呼
び
、
衿

　
　
評
し
て
病
者
の
語
言
・
顔
色
を
回
視
す
。
応
対
精
明
な
ら
ざ
れ
ば
、
乃
ち
以
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そ
ん

　
　
て
水
を
含
み
之
れ
に
嘆
ず
。
病
者
を
し
て
起
た
し
む
る
怪
く
、
復
た
頭
を
低

　
　
く
し
て
視
る
。
三
嘆
に
満
つ
る
の
後
ち
寄
れ
を
熟
拭
す
。
若
し
病
、
困
劣
惜

　
　
冥
な
ら
ば
、
強
い
て
起
た
し
む
る
無
く
、
就
き
て
歴
れ
を
視
る
。
婚
冥
に
し

　
　
て
遂
に
人
を
知
ら
ず
、
敢
え
て
語
ら
ざ
れ
ば
、
指
を
以
て
其
の
額
の
髪
に
近

　
　
き
の
際
を
弾
き
て
曰
く
、
　
「
愈
え
ん
と
欲
す
る
か
？
」
と
。
猶
お
肯
え
て
語

　
　
ら
ざ
れ
ば
、
便
ち
集
れ
を
弾
く
こ
と
二
七
に
し
て
曰
く
、
　
「
愈
え
よ
。
愈
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ず

　
　
れ
ば
即
ち
鬼
に
就
き
受
く
る
に
情
実
を
以
て
せ
ん
」
と
。

　
針
や
刀
は
鬼
に
対
す
る
武
器
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
薬
は
用
い
ず
、
堵
岸
の
水

と
呪
文
を
用
い
る
。

　
こ
の
あ
と
に
付
さ
れ
た
養
生
方
は
、
　
『
上
清
真
人
訣
』
を
引
用
し
て
こ
う
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く

　
　
夜
行
し
て
常
に
歯
を
謝
せ
ば
鬼
邪
を
殺
す
。

　
琢
歯
は
上
下
の
歯
を
カ
チ
カ
チ
と
噛
み
あ
わ
せ
る
こ
と
で
道
教
関
係
の
文
献
に

多
出
す
る
。

　
こ
の
あ
と
に
引
か
れ
る
も
の
は
、
牛
馬
に
よ
っ
て
鬼
を
避
け
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
又
た
云
う
、
封
君
達
、
常
に
青
牛
に
乗
る
。
魯
女
生
、
常
に
駁
牛
に
乗
る
。

　
　
孟
子
緯
、
常
に
駁
馬
に
乗
る
。
サ
公
度
、
常
に
青
螺
に
乗
る
。
時
人
其
の
名

　
　
字
、
誰
と
為
す
や
を
知
る
増
し
。
故
に
曰
く
「
不
死
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、

　
　
当
に
葉
裏
道
士
に
問
う
べ
し
。
此
の
色
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
駁
二
上
と
為

　
　
し
、
青
牛
回
れ
に
次
ぎ
、
駁
馬
又
た
之
れ
に
次
ぐ
。
三
色
な
る
者
は
、
生
に

　
　
順
う
の
気
な
り
」
と
。
故
に
云
う
、
青
書
は
乃
ち
山
木
の
精
、
駁
牛
は
古
の

　
　
　
ぎ

　
　
神
醐
の
先
、
駁
馬
な
る
者
は
、
乃
ち
神
龍
の
祖
な
り
と
。
云
う
、
道
士
之
れ

　
　
に
乗
り
て
以
て
道
を
行
か
ば
、
百
物
の
悪
精
、
疫
気
の
癌
鬼
、
長
く
謝
れ
を

　
　
お
そ

　
　
騒
る
と
。

　
封
君
達
や
魯
女
生
は
『
後
漢
書
』
方
術
伝
や
『
漢
武
帝
外
伝
』
な
ど
に
も
登
場

す
る
仙
人
で
封
君
達
は
右
下
道
士
と
し
て
知
ら
れ
る
。
青
牛
は
『
述
異
記
』
に

「
千
年
の
木
の
精
、
青
色
と
為
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
栢
木
の
精
」
だ

と
い
う
。
饗
す
な
わ
ち
柏
は
墓
に
植
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
死
体
を
あ
ら

す
鬼
で
あ
る
岡
両
が
お
そ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
ま
た
や
は
り
死
人
の
脳
を
食
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弗
述
を
柏
の
枝
で
刺
し
殺
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
神
前
は
『
藍
鼠
』
　
「
夏
至
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
大
宗
伯
」
に
み
え
る
「
天
神
・
人
鬼
・
地
融
」
の
地
醐
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
地
祇
で
地
の
神
を
い
う
。

　
こ
こ
は
た
ん
な
る
牛
馬
で
は
な
く
、
じ
つ
は
「
栢
木
の
精
」
・
「
神
謂
の
先
」
・

「
神
龍
の
祖
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
威
力
で
鬼
を
お
い
払
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
「
疫
気
の
癒
鬼
」
と
「
気
」
を
「
鬼
」
で
表
わ
す
。
こ
こ
に
は
『
黄

帝
内
経
』
の
よ
う
に
鬼
と
気
を
峻
別
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
な
い
。

　
中
等
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
中
悪
は
、
是
れ
人
の
精
神
衰
弱
し
、
鬼
神
の
気
の
為
に
卒
か
に
之
れ
に
中
る

　
　
な
り
。
夫
れ
人
は
陰
陽
、
理
に
順
い
、
栄
衛
、
平
に
調
わ
ば
、
神
守
り
て
則

　
　
ち
強
く
、
邪
、
正
を
干
さ
ず
。
若
し
将
に
摂
り
て
宜
し
き
を
失
わ
ん
と
す
れ

　
　
ば
、
精
神
衰
弱
し
、
便
ち
鬼
毒
の
気
に
中
る
。
其
の
状
、
卒
然
と
し
て
心
腹

　
　
刺
痛
し
、
悶
乱
し
、
死
せ
ん
と
欲
す
。

　
露
悪
は
心
臓
や
腹
部
に
突
然
、
劇
痛
が
走
る
病
で
あ
る
。
そ
れ
を
鬼
撃
と
表
現

す
る
。
こ
こ
で
は
「
鬼
神
の
気
」
・
「
鬼
毒
の
気
」
と
鬼
を
気
と
し
て
あ
ら
わ
す
。

そ
の
気
が
体
内
に
入
り
込
む
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
邪
、
正
を
干
さ
ず
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
邪
気
・
正
気
と
考
え
ら
れ
、
鬼
神
の
気
は
や
は
り
邪
気
と
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
中
井
死
候

　
　
鬼
邪
の
気
に
中
れ
ば
、
卒
然
と
し
て
心
腹
絞
痛
し
悶
絶
す
。
此
れ
乱
れ
客
邪

　
　
暴
か
に
盛
ん
に
し
て
、
陰
陽
の
気
、
跨
れ
が
為
に
離
絶
し
、
上
下
通
ぜ
ず
…
。
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こ
こ
で
は
「
邪
気
の
気
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
「
陰
陽
の
気
」
に
影
響
す
る
と

さ
れ
る
。

　
卒
杵
候

　
　
卒
杵
と
は
亦
た
客
杵
に
名
づ
く
。
邪
気
の
気
、
卒
か
に
人
の
精
神
を
三
時
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
）

　
　
る
を
謂
う
な
り
。
此
れ
是
れ
上
甑
の
毒
気
、
中
島
の
類
な
り
。
人
、
雲
上
衰

　
　
弱
す
る
者
有
ら
ば
、
則
ち
鬼
気
の
犯
博
す
る
所
と
為
る
…
。

　
「
鬼
属
の
毒
気
」
は
、
精
神
や
衰
弱
し
た
士
魂
な
ど
に
影
響
を
あ
た
え
る
と
い

う
。　

「
鬼
撃
候
」
に
も
「
鬼
属
の
気
」
と
み
え
る
。
そ
の
あ
と
「
鬼
撃
」
の
一
名

「
鬼
排
」
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
一
名
、
鬼
排
と
為
す
。
云
う
こ
こ
ろ
は
鬼
排
し
て
人
に
触
る
る
な
り
。
人
、

　
　
気
血
虚
弱
、
精
神
衰
微
す
る
も
の
有
れ
ば
、
忽
ち
鬼
神
と
遇
い
、
寒
い
触
突

　
　
し
、
其
の
排
撃
す
る
所
を
為
す
を
致
す
…
。

　
こ
こ
も
鬼
神
で
あ
る
が
「
気
血
虚
弱
、
精
神
衰
微
」
に
つ
け
こ
ま
れ
る
と
い
う
。

　
ほ
か
に
「
鬼
神
の
気
（
卒
死
候
）
」
、
「
客
邪
鬼
気
（
卒
二
死
候
）
」
と
い
っ
た
言

い
方
が
み
え
る
。

　
　
ハ
　

　
「
卒
近
思
」

　
　
卒
魔
と
は
屈
な
り
。
夢
裏
に
鬼
邪
の
魔
屈
す
る
所
と
為
る
を
謂
う
。
人
臥
し

　
　
　
さ

　
　
て
悟
め
ざ
る
は
、
皆
な
是
れ
魂
魂
外
遊
し
、
他
邪
の
執
ら
え
録
す
る
所
と
為

　
　
り
、
還
ら
ん
と
欲
し
て
未
だ
得
ざ
る
は
、
魔
を
成
す
を
致
す
な
り
。
火
照
ら

　
　
す
を
忌
む
。
火
照
ら
さ
ば
則
ち
神
魂
遂
に
果
た
入
ら
ず
、
乃
ち
死
に
至
る
。

　
こ
こ
は
夢
の
こ
と
を
い
う
。
古
代
よ
り
夢
中
に
魂
が
抜
け
で
る
と
さ
れ
た
。
魔

と
は
そ
の
魂
が
邪
鬼
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
自
分
の
身
体
に
戻
れ
な
く
な
っ
た

こ
と
を
い
う
。
悪
夢
に
う
な
さ
れ
た
り
、
金
縛
り
と
な
る
こ
と
を
そ
う
解
釈
し
た

の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
あ
と
「
養
生
方
導
引
法
」
を
ひ
き
、
そ
の
予
防
の
方
法
を
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
魂
門
を
拘
し
、
醜
戸
を
制
す
。
名
づ
け
て
握
固
の
法
と
日
う
。
大
母
指
を
屈

　
　
し
、
四
小
指
を
内
に
著
け
之
れ
を
抱
く
。
積
習
し
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
眠
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
時
も
亦
た
復
た
開
か
ず
、
人
を
し
て
魔
魅
な
ら
ざ
ら
し
む
。

　
こ
こ
の
導
引
法
は
指
を
固
く
握
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
君
門
や
起
業
を
閉
ざ
す
た

め
魂
塊
が
外
遊
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
漢
初
の
導
引
は
気
の
循
環
を
説
き
、
鬼
お

よ
び
魂
塊
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は

興
味
ぶ
か
い
。

　
魔
不
籍
候

　
　
人
、
睡
眠
す
れ
ば
、
則
ち
魂
魂
外
遊
し
、
鬼
邪
の
魔
屈
す
る
所
と
為
る
。
其

　
　
の
精
神
弱
き
者
、
魔
す
れ
ば
則
ち
久
し
く
繕
む
る
を
得
ず
。
乃
ち
山
事
か
に

　
　
　
　
ね
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
絶
す
る
に
至
る
。
所
以
に
傍
人
の
助
け
喚
ぶ
を
須
ち
、
井
せ
て
方
術
を
以
て

　
　
之
れ
を
治
む
れ
ば
、
乃
ち
蘇
る
。

　
こ
こ
で
も
睡
眠
中
に
心
魂
が
抜
け
出
て
そ
れ
が
鬼
邪
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
精
神

の
弱
い
者
は
目
覚
め
ず
、
そ
の
ま
ま
死
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
目
覚
め
さ
せ
る

に
は
傍
ら
の
人
が
叫
ぶ
。
　
「
卒
魔
候
」
に
は
、
　
「
闇
に
喚
ぶ
」
、
「
遠
く
に
喚
ぶ
」

と
い
っ
た
方
法
を
記
す
。
こ
れ
は
魂
が
闇
の
中
や
遠
く
に
出
游
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
諸
　
候

　
　
人
の
身
内
に
自
ら
三
　
単
坐
有
り
。
人
と
倶
に
生
く
。
而
し
て
此
の
虫
、
悪
を

　
　
忌
み
、
能
く
鬼
霊
と
相
通
じ
、
常
に
外
邪
を
接
引
し
、
人
の
患
害
を
為
す
…
。

　
こ
こ
は
三
　
虫
を
い
う
。
三
　
は
鬼
霊
と
通
じ
、
常
に
外
邪
を
接
引
す
る
。
こ

れ
は
鬼
霊
の
命
令
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
注
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
注
病
は
、
則
ち
是
れ
五
　
内
の
　
注
に
し
て
、
外
の
鬼
邪
の
気
を
挾
び
、
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身
体
に
流
注
し
、
入
を
し
て
寒
熱
淋
増
せ
し
む
…
。

　
先
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
る
が
、
　
「
　
注
」
と
い
う
病
名
の
た
め
か
、
　
「
箪
笥

の
気
」
を
身
体
に
流
注
す
る
、
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

雨
注
候

　
　
注
の
言
や
住
な
り
。
其
の
連
細
し
停
住
す
る
を
言
う
な
り
。
人
、
先
に
発
病

　
　
無
き
に
、
忽
ち
鬼
の
排
撃
を
被
る
有
り
。
時
に
当
た
り
或
い
は
心
腹
刺
痛
し
、

　
　
或
い
は
悶
絶
し
地
に
倒
る
る
こ
と
、
中
陣
の
類
の
如
し
。
其
の
差
ゆ
る
を
得

　
　
る
の
後
ち
、
鯨
気
敏
き
ず
。
停
住
し
積
む
こ
と
久
し
く
、
時
に
発
動
し
、
連

　
　
滞
し
儀
住
し
、
乃
ち
死
に
至
る
。
死
後
、
傍
人
に
注
幸
す
。
故
に
之
れ
を
鬼

　
　
注
と
謂
う
。

　
「
鬼
注
」
と
「
鬼
」
が
っ
く
が
、
　
「
餓
気
歌
き
ず
」
と
、
や
は
り
「
気
」
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
。
　
「
注
」
は
身
体
の
中
に
「
停
住
」
す
る
こ
と
と
傍
人
に
「
注
易
」

す
る
こ
と
の
両
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

　
邪
注
候

　
　
注
と
は
住
な
り
。
其
の
病
、
連
黒
し
停
住
し
、
死
し
て
又
た
傍
人
に
注
易
す

　
　
る
を
言
う
な
り
。
凡
そ
邪
と
云
う
は
、
不
正
の
気
な
り
。
謂
え
ら
く
人
の
腋

　
　
臓
血
気
は
正
気
為
り
。
其
れ
風
寒
暑
熱
、
魅
魑
魍
魎
、
皆
な
邪
を
為
す
を
謂

　
　
う
な
り
。
補
注
と
は
人
体
虚
弱
に
由
り
、
邪
気
の
傷
つ
く
る
所
と
為
り
、
経

　
　
絡
に
貫
注
し
、
厨
臓
に
留
滞
し
、
人
の
神
志
を
し
て
定
ま
ら
ざ
ら
し
め
、
或

　
　
い
は
悲
し
く
或
い
は
恐
ろ
し
。
故
に
溜
れ
を
傍
注
と
謂
う
。

　
病
因
を
「
正
気
」
と
不
正
の
気
で
あ
る
「
邪
気
」
で
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
『
黄

帝
内
経
』
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
風
寒
暑
熱
だ
け
を
「
邪
」
と
せ
ず
、
魅
魑
魍

魎
と
い
っ
た
鬼
を
も
、
そ
の
中
に
含
め
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
は
魑
魅
魍
魎
で
は
な

く
坑
内
魍
魎
で
あ
る
。
魑
は
小
児
鬼
で
あ
る
。
魑
魅
魍
魎
は
山
川
の
精
管
で
あ
る

が
、
病
を
ひ
き
お
こ
す
の
は
魑
が
多
い
。

　
ほ
か
に
「
毒
注
候
」
に
「
毒
と
は
紅
霞
の
気
」
、
「
注
杵
候
」
に
「
正
邪
の
毒
気
」

と
み
え
る
。
ま
た
「
盤
毒
病
諸
候
」
に
は
「
猫
鬼
候
」
を
記
す
。

　
　
（
4
3
＞

　
　
猫
鬼
と
は
、
是
れ
老
狸
野
物
の
精
、
変
じ
て
鬼
域
と
為
り
、
人
に
依
附
す
。

　
　
や
し
な

　
　
人
畜
い
て
之
れ
に
事
う
る
こ
と
、
猶
お
盛
に
事
う
る
が
如
し
。
毒
を
以
て
人

　
　
を
害
す
。
其
の
病
状
、
心
腹
刺
痛
し
、
人
の
脇
臓
を
食
ら
い
、
血
を
吐
き
利

　
　
面
し
て
死
す
。

　
こ
こ
で
は
人
鬼
で
は
な
く
猫
鬼
つ
ま
り
老
狸
野
物
の
精
で
あ
る
。
症
状
は
盛
毒

に
似
る
と
い
う
が
、
そ
れ
を
一
種
の
鬼
の
仕
業
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
小
児
雑
病
諸
候
」
で
は
小
児
の
病
を
集
め
る
。

　
為
鬼
所
持
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当

　
　
小
児
、
神
気
軟
弱
、
精
爽
微
扇
、
而
し
て
鬼
の
持
録
す
る
所
と
な
る
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
　
　
　
　
よ
わ

　
小
児
の
神
気
が
軟
弱
で
、
年
高
す
な
わ
ち
精
神
・
魂
魂
の
た
ぐ
い
も
微
か
で
嵐
…

い
と
き
、
そ
の
魂
魂
は
鬼
に
つ
か
ま
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
大
人
の
場
合
は
夢
や
睡

眠
中
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
な
い
。

　
ほ
か
に
「
鬼
神
の
気
（
卒
死
候
）
」
・
「
乱
淫
の
気
（
中
平
岸
」
）
・
「
風
邪
鬼
気

（
注
候
）
」
な
ど
の
表
現
が
み
え
る
。

　
被
黒
鉱

　
　
小
児
に
乱
雲
有
る
所
以
は
、
婦
人
懐
娠
し
、
悪
神
、
其
の
腹
中
の
胎
に
導
か

　
　
る
る
有
り
て
、
妬
嫉
し
て
他
の
小
児
を
制
伏
し
病
ま
し
む
る
な
り
。
妊
娠
婦

　
　
人
、
必
ず
し
も
悉
く
能
く
鬼
に
制
せ
ら
れ
ず
。
人
、
時
に
此
れ
有
る
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
わ
　
ず
　
　
　
　
　
く
だ

　
　
魑
の
疾
を
為
す
や
、
若
く
微
微
か
に
下
（
下
痢
）
し
、
寒
熱
去
来
し
、
毫
毛

　
　
み
　
だ
　
　
　
　
　
つ
や

　
　
孝
攣
れ
、
悦
あ
ら
ず
。
計
れ
其
の
謹
な
り
。

　
御
楽
だ
が
、
魑
は
悪
神
と
よ
ば
れ
、
小
児
鬼
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も

他
の
小
児
に
嫉
妬
す
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
こ
の
悪
神
も
小
児
鬼
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
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以
上
、
　
『
諸
病
源
無
論
』
に
み
え
る
鬼
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
○
『
諸
病
源
候
論
』
は
『
黄
帝
内
経
』
の
よ
う
に
翁
町
の
病
因
論
を
否
定
し

な
い
。
そ
の
多
く
は
精
神
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。
○
「
急
登
の
疲

鬼
」
と
気
に
よ
っ
て
鬼
が
説
明
さ
れ
、
ま
た
「
鬼
神
の
気
」
・
「
鬼
毒
の
気
」
・

「
鬼
心
の
気
」
・
「
鬼
邪
の
毒
気
」
・
「
落
勢
鬼
気
」
・
「
風
邪
鬼
気
」
と
鬼
に
よ
っ

て
気
が
説
明
さ
れ
る
。
鬼
は
本
来
、
魂
塊
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
鬼
自
体
が
気

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
「
鬼
」
を
一
旦
、
　
「
気
」
に
置

き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
系
の
病
因
論
の
な
か
に
組
み
こ
む
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
○
鬼
の
種
類
は
「
日
書
」
や
『
神
農
本
草
経
』
の
よ
う
に
多
く

な
い
。
こ
れ
は
鬼
の
名
前
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
鬼
を
追
い
払
う
と
い
っ
た
考
え

方
が
希
薄
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
○
魂
魂
の
離
脱
と
病
を
関
連
づ
け
る
。
魂
醜
が

弱
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
小
児
の
た
め
弱
い
、
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
鬼
に
魂

魂
を
捕
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
。

お
わ
り
に

「
風
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
風
」
は
亜
系
の
病
因
論
の
色
濃
い

『
空
方
』
に
も
「
風
、
傷
に
入
る
」
と
し
て
み
え
る
。
そ
こ
で
は
「
寒
気
を
怠
る
」

と
、
「
気
」
で
は
あ
っ
て
も
鬼
を
追
い
は
ら
う
の
と
同
様
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い

る
。　

「
日
書
」
で
は
鬼
の
姿
が
説
か
れ
、
鬼
を
見
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、

鬼
系
の
病
因
論
の
な
か
で
は
、
鬼
の
正
体
を
暴
く
こ
と
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
こ

と
に
対
す
る
関
心
が
し
だ
い
に
希
薄
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
病
因
論

と
し
て
鬼
を
見
た
場
合
、
す
で
に
体
内
に
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の

鬼
は
気
状
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
気
系
の
病
因
論
が
、
そ
の
病
因

論
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
た
め
に
邪
気
を
も
ち
だ
す
よ
う
に
な
る
と
、
鬼
と
邪
気
は
容

易
に
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
鬼
は
邪
気
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

さ
ら
に
陰
陽
と
も
結
び
つ
い
た
。
　
『
礼
記
』
の
疏
に
、
強
い
陰
気
に
乗
じ
て
鬼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
　

あ
ら
わ
れ
る
、
と
み
え
、
陰
気
と
鬼
が
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
。
ま
た
気
や
陰
陽
は

道
教
の
中
に
も
入
り
込
み
、
東
王
父
や
西
王
母
と
い
っ
た
陰
陽
を
体
現
し
た
神
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

陰
陽
神
な
ど
と
い
っ
た
神
ま
で
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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病
を
お
こ
す
悪
鬼
と
そ
れ
を
追
い
払
う
善
神
と
い
う
考
え
方
と
、
気
の
循
環
を

基
本
と
す
る
考
え
方
と
は
原
理
が
全
く
異
な
る
。
後
者
は
陰
陽
・
五
行
と
い
う
当

時
、
新
し
く
考
え
出
さ
れ
た
思
考
法
を
借
り
て
し
だ
い
に
そ
の
理
論
を
構
築
し
て

い
っ
た
。
諸
系
の
病
因
論
は
当
時
に
お
い
て
斬
新
で
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
迷

信
に
み
ち
た
よ
う
に
み
え
る
悪
鬼
・
善
神
の
鬼
系
の
病
因
論
に
訣
別
を
告
げ
た
は

ず
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
気
系
の
病
因
論
も
、
体
内
の
古
い
気
が
病
気
を
引
き
お
こ
す
と
い
う

導
引
系
の
理
論
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
外
部
か
ら
邪
気
が
侵
入
す
る
と
い
う
理

論
と
組
み
あ
わ
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
「
外
邪
」
と
い
う
考
え
は
、
ふ
る
く
よ
り

注（
1
）
成
公
十
年
。
拙
稿
「
『
神
農
本
草
経
』
に
み
え
る
鬼
に
つ
い
て
」
、
大
阪
府
立
大

　
　
学
人
文
学
会
、
　
「
人
文
学
論
集
」
第
1
1
集
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。

（
2
）
　
「
日
書
」
と
題
さ
れ
た
書
物
は
、
定
県
断
簡
「
日
書
」
他
数
種
類
が
あ
る
。
こ

　
　
こ
で
は
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
の
み
を
と
り
あ
げ
た
。

（
3
）
工
藤
元
男
「
三
三
地
回
簡
『
日
書
』
に
現
わ
れ
た
治
病
・
鬼
神
関
係
資
料
を
め

　
　
ぐ
っ
て
」
（
第
二
回
　
張
家
山
医
書
硯
究
会
配
布
資
料
　
一
九
九
三
年
一
一
月

　
　
一
四
日
　
於
京
大
会
館
）
。
同
「
一
犬
地
網
簡
『
日
書
』
に
お
け
る
病
因
論
と

　
　
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
「
東
方
学
」
第
八
八
輯
、
東
方
学
会
、
一
九
九
四
年
）
、

　
　
同
『
雲
夢
秦
簡
「
日
書
」
の
研
究
』
（
平
成
三
・
四
年
度
科
研
費
、
一
般
研
究



（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

C
研
究
成
果
報
告
書
）
、
饒
宗
願
・
曽
憲
通
『
雲
夢
秦
簡
日
書
研
究
』
　
（
恋
文

大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
、
李
暁
東
・
黄
暁
券
「
従
《
日
書
》
受
理
人
鬼

神
観
及
秦
文
化
特
徴
」
　
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
　
「
歴
史
研
究
」
、
一
九
八

七
年
、
第
四
期
）
等
を
参
照
。
本
章
の
論
考
は
工
藤
氏
の
資
料
と
考
察
に
負
う

と
こ
ろ
が
多
い
。

鬼
の
名
前
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
鬼
」
を
退
治
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
澤
田
瑞
穂
「
見
鬼
考
」
、
「
劾
鬼
」
（
平
河
出
版
社
『
中

国
の
呪
法
』
、
一
九
八
四
年
）
。
平
木
康
平
「
劾
鬼
術
」
、
井
上
豊
「
装
甲
術
」

（
新
人
物
往
来
社
『
道
教
の
大
辞
典
』
、
　
一
九
九
四
年
）
参
照
。

王
父
・
王
母
は
、
　
『
爾
雅
』
　
「
釈
親
」
に
「
雲
量
考
為
盛
年
、
父
之
批
為
王
母
」
。

『
釈
名
』
　
「
釈
隷
属
」
に
「
祖
、
詐
也
。
酢
、
物
事
也
。
古
筆
之
王
土
。
王
、

唯
也
。
家
中
所
帰
唯
也
。
王
母
童
画
之
」
と
あ
り
、
祖
父
母
を
さ
す
。
唯
は

「
光
美
（
『
説
文
』
）
」
の
意
。
　
『
礼
記
』
「
祭
統
」
に
は
「
孫
可
以
高
樹
父
　
」

と
あ
り
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
祖
父
の
場
合
に
も
い
う
。

『
爾
雅
』
「
釈
親
」
に
は
「
父
－
梅
郷
…
曽
祖
王
父
1
高
祖
王
父
」
と
系
列
を

示
す
。

工
藤
氏
は
「
甲
乙
有
心
、
父
母
為
崇
、
得
之
於
肉
…
」
と
い
っ
た
記
述
よ
り
、

「
犠
牲
・
供
進
の
共
食
に
よ
っ
て
生
じ
た
食
中
毒
が
病
の
直
接
の
原
因
（
前
掲
、

工
藤
「
所
払
地
溝
簡
『
日
書
』
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」

一
〇
頁
）
」
と
推
測
す
る
。

霊
草
の
「
層
畳
（
『
漢
書
』
揚
雄
伝
）
」
に
「
高
明
之
家
、
鬼
鰍
其
室
」
と
あ
る
。

鰍
は
師
古
日
「
鰍
、
視
也
」
で
、
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
。
李
奇
は
「
鬼
神
害
盈
而

福
謙
也
」
と
述
べ
る
が
、
鬼
が
家
を
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
不
幸
に
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

父
の
代
で
、
伯
父
・
叔
父
を
さ
す
。
前
掲
、
工
藤
氏
資
料
一
〇
頁
、
原
注
［
1
］

参
照
。
ほ
か
に
「
上
葉
（
世
V
」
・
「
外
鬼
塵
世
為
告
」
な
ど
と
い
う
表
現
も
あ

る
。

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
） 　

す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ

「
…
而
ち
人
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
枯
骨
な
り
。
旦
に
し
て
弱
れ
を
最
（
撮
）

　
　
つ
つ

め
、
企
む
に
白
茅
を
以
て
し
、
果
（
裏
）
み
て
以
て
責
（
奔
、
潰
で
は
？
）
り
、

而
し
て
之
れ
を
遠
去
す
れ
ば
則
ち
止
む
」
も
枯
骨
と
い
う
骨
が
関
与
す
る
。
鬼

の
出
現
す
る
と
き
は
、
ど
こ
か
に
鬼
の
骨
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
鬼
（
霊

魂
）
は
そ
の
骨
に
依
り
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
荘
子
』
至
楽
篇
の

二
等
と
荘
子
の
問
答
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
至
楽
篇
の
釈
文
に
は
「
黒
眼
、
枯

骨
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
骨
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
　
解
仙
と
古
代
の
葬
制

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
」
（
「
中
国
研
究
集
刊
」
日
祠
号
、
大
阪
大
学
中
国
学
会
編
、

一
九
九
三
年
）
参
照
。

馬
継
興
『
二
王
堆
古
医
書
考
釈
』
　
（
湖
南
科
学
技
術
出
版
社
、
　
一
九
九
二
年
）

『
五
十
二
病
方
』
五
十
「
魑
」
の
解
題
に
「
本
篇
治
療
小
児
病
舷
病
的
医
方
」

と
あ
り
、
そ
の
あ
と
数
説
を
紹
介
す
る
。
　
『
千
金
此
方
』
は
妊
娠
中
の
女
性
の

胎
内
に
悪
神
が
入
り
こ
む
と
す
る
。
ま
た
明
・
魯
二
二
『
嬰
童
百
問
』
は
「
子

供
が
ま
だ
歩
け
な
い
う
ち
に
妊
娠
し
た
と
き
に
、
そ
の
子
が
骨
が
立
つ
ぼ
ど
、

や
せ
衰
え
、
熱
が
出
る
よ
う
な
症
状
が
魑
病
だ
と
い
う
。

　
『
後
漢
書
』
礼
儀
志
「
大
灘
」
の
注
に
引
く
『
漢
旧
儀
』
に
「
額
項
氏
に
三

子
有
り
、
生
れ
て
亡
心
し
、
疫
鬼
と
為
る
。
…
善
く
小
児
を
志
す
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
生
れ
て
す
ぐ
に
死
ん
だ
嬰
児
が
害
を
為
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ

き
の
説
と
は
や
や
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
善
く
小
児
を
驚

す
」
の
「
驚
」
は
「
驚
風
」
の
こ
と
で
、
小
児
の
病
む
脳
膜
炎
の
こ
と
を
い
う
。

　
魑
は
死
亡
し
た
小
児
の
鬼
で
あ
る
が
、
そ
の
引
き
起
こ
す
疾
病
を
病
む
も
の

も
ま
た
小
児
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
掲
「
『
神
農
本

草
経
』
に
見
え
る
鬼
に
つ
い
て
」
参
照
。

灰
は
吹
き
か
け
る
こ
と
も
あ
る
（
甲
種
［
詰
］
三
十
四
）
。
灰
を
も
ち
い
る
こ

と
は
「
日
書
」
の
随
所
に
み
え
る
。
大
川
俊
隆
氏
は
前
掲
の
研
究
会
の
席
上
で
、

鬼
の
足
跡
が
灰
に
残
る
か
ら
だ
と
い
う
解
釈
を
示
さ
れ
た
。
目
に
見
え
な
い
鬼

の
存
在
を
灰
に
よ
っ
て
確
か
め
る
の
だ
ろ
う
。
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（
1
3
）
前
掲
『
後
漢
書
』
礼
儀
志
「
大
灘
」
、
前
掲
「
『
神
農
本
草
経
』
に
み
え
る
鬼
に

　
　
つ
い
て
」
参
照
。

（
1
4
）
　
『
塩
鉄
論
』
「
散
不
足
」
篇
。

（
1
5
）
前
掲
「
　
解
仙
と
古
代
の
葬
制
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
」
一
、
三
十
と
薄

　
　
葬
、
参
照
。

（
1
6
）
工
藤
氏
は
「
健
常
者
に
も
鬼
は
し
ば
し
ば
見
え
た
節
が
あ
る
」
と
す
る
。
前
掲

　
　
論
文
1
8
頁
。

（
1
7
）
邦
は
国
社
と
さ
れ
る
。
工
藤
元
男
（
甲
種
［
詰
］
4
5
）
の
付
注
参
照
。
な
お

　
　
　
「
遽
鬼
」
は
（
甲
種
［
詰
］
4
8
）
に
も
み
え
る
。

（
1
8
）
犬
の
怪
異
は
、
後
漢
、
応
勘
『
風
俗
通
』
「
怪
神
」
の
「
世
間
多
有
狗
作
変
怪

　
　
…
」
等
参
照
。

（
1
9
）
大
神
に
つ
い
て
は
、
　
「
類
造
上
帝
、
封
大
神
（
『
虚
礼
』
春
望
、
騨
師
）
」
の
注

　
　
に
「
…
大
神
、
社
及
方
嶽
也
」
と
あ
り
、
社
や
方
嶽
の
神
を
さ
す
。

（
2
0
）
疏
は
祖
霊
を
精
気
と
い
う
気
で
と
ら
え
る
。

（
2
1
）
前
掲
工
藤
論
文
一
八
頁
で
工
藤
氏
は
『
韓
非
子
』
内
儲
説
の
「
駅
手
（
牲
）
の

　
　
矢
」
で
浴
し
た
例
を
挙
げ
、
　
「
予
め
自
ら
犬
の
糞
で
浴
み
す
る
と
い
う
の
は
、

　
　
鬼
を
見
て
し
ま
う
こ
と
の
機
れ
を
祓
除
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
。
本
来
、

　
　
鬼
が
嫌
悪
し
て
逃
げ
る
よ
う
に
汚
物
や
悪
臭
の
す
る
も
の
を
塗
る
の
だ
と
思
わ

　
　
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
祓
除
の
効
果
が
あ
る
。

（
2
2
）
　
『
病
方
』
釈
文
は
「
駆
」
と
解
釈
す
る
が
、
　
「
殴
」
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

　
　
に
し
て
も
「
灘
」
の
儀
式
に
通
じ
る
。

（
2
3
）
書
下
し
文
は
、
前
掲
、
赤
堀
昭
『
病
方
』
訳
注
を
参
考
に
し
た
。

（
2
4
）
拙
著
、
講
談
社
現
代
新
書
『
不
老
不
死
』
一
九
九
二
年
、
一
七
六
～
八
一
頁

　
　
　
「
桃
」
参
照
。

（
2
5
）
前
掲
『
馬
王
堆
古
医
書
考
釈
』
六
三
二
頁
。

（
2
6
）
方
相
氏
は
お
そ
ら
く
祖
霊
に
も
と
つ
く
神
で
あ
ろ
う
。

（
2
7
）
読
み
方
に
各
説
が
あ
る
。
こ
こ
は
赤
堀
氏
の
説
に
従
っ
た
。
前
掲
『
病
方
』

　29

）

　28

）
3130
　　　）

（
3
2
）

（
3
3
）

　　　　　　　　　　　　　

37　36　35　34
　　　）　　　）　　　）

（
3
8
）

　40

）

39

一
九
六
頁
、
注
三
五
〇
参
照
。

前
掲
『
病
方
』
注
五
一
五
頁
参
照
。

拙
稿
「
『
気
』
系
の
病
因
論
」
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
「
人
文
学
論
集
」
第

十
三
集
に
投
稿
中
）
参
照
。

灸
が
完
る
こ
と
を
一
壮
ど
い
う
。

『
傷
寒
論
語
釈
』
　
（
劉
渡
舟
主
編
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
　
一
九
九
〇
年
）
一
九

一
頁
に
「
陰
易
」
は
「
陰
陽
易
」
で
、
男
女
の
交
接
後
に
起
き
る
病
、
と
い
う
。

前
掲
『
馬
具
面
会
医
書
考
釈
』
四
四
二
頁
に
『
千
金
翼
方
』
巻
二
十
「
弾
倉
」

の
治
療
に
「
童
女
月
経
衣
」
を
用
い
、
ま
た
『
本
草
拾
遺
』
に
血
が
湧
き
出
る

刀
傷
に
「
月
経
衣
」
を
用
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
　
『
本
草
拾
遺
』
に
つ
い
て

は
、
血
に
よ
っ
て
出
血
を
と
め
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
が
、
馬
王
堆
の
も

の
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
な
お
馬
継
興
氏
は
「
月
経
衣
」
を
用
い
る
理
由
に

つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
豚
の
糞
な
ど
で
悪
臭
を
追
い
だ
す
の
と
同
様
、
稜

れ
た
も
の
で
悪
臭
を
追
い
は
ら
う
の
か
も
知
れ
な
い
が
童
女
の
月
経
衣
に
は
当

て
は
ま
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
血
に
対
す
る
信
仰
も
混
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

『
夕
方
』
で
は
精
液
を
薬
と
し
て
つ
け
る
こ
と
は
あ
る
が
男
子
の
揮
を
用
い
る

例
は
な
い
。

前
掲
『
不
老
不
死
』
二
三
～
六
頁
参
照
。

前
掲
『
諸
病
源
候
論
校
注
』
六
九
頁
、
注
二
〇
参
照
。

『
外
台
秘
要
』
巻
二
八
「
中
悪
方
」
で
は
「
鬼
邪
之
気
」
に
つ
く
る
。

『
諸
病
源
候
論
校
注
』
は
、
こ
の
部
分
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
釈
を
施
す
。
　
「
鬼

属
悪
鬼
。
　
《
左
伝
》
成
公
十
年
”
「
晋
点
滴
大
属
」
、
注
“
「
属
、
鬼
也
。
」

《
広
韻
》
”
「
属
、
悪
計
」
。

『
諸
病
源
候
論
校
注
』
は
「
夢
魔
。
夢
中
遇
可
柏
之
事
而
坤
吟
、
驚
叫
」
と
い

う
注
釈
を
施
し
、
鬼
の
こ
と
は
全
く
言
及
し
な
い
。

『
老
子
』
五
十
五
章
に
「
赤
子
…
風
向
筋
柔
而
握
固
」
と
あ
る
。

『
養
生
延
命
録
』
は
「
按
経
云
、
拘
魂
門
、
制
智
慧
、
黒
日
翠
雲
、
国
魂
醜
安
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（
4
1
）

4443424645

門
戸
也
。
此
固
精
明
目
、
留
年
還
魂
之
法
。
若
能
終
日
握
之
、
邪
気
百
毒
不
得

入
」
と
い
う
。
魔
の
こ
と
は
み
え
ず
、
　
「
鬼
」
で
は
な
く
「
邪
気
」
と
い
う
言

葉
が
み
え
る
。

気
が
絶
え
る
と
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
気
に
関
す
る
考
え
方
の
最
も
原
初
的
な
も

の
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
聖
済
総
録
』
は
「
停
住
」
を
「
不
已
」
に
つ
く
る
。

『
晴
書
』
孤
独
陥
伝
に
、
猫
鬼
に
事
え
る
話
が
み
え
る
。

『
諸
病
源
候
論
校
注
』
の
注
釈
は
「
精
神
明
爽
。
在
此
猶
言
精
神
。
或
謂
魂
魂

…
《
左
伝
》
昭
公
二
十
五
年
”
「
心
之
精
爽
、
是
謂
魂
魂
」
、
と
い
う
。
こ
こ

で
も
精
爽
は
精
神
・
魂
睨
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

前
掲
「
『
神
農
本
草
経
』
に
み
え
る
鬼
に
つ
い
て
」
八
六
頁
参
照
。

本
稿
で
は
、
疫
鬼
を
は
ら
う
儀
式
で
あ
る
「
灘
」
や
道
教
系
医
学
の
書
『
千
金

翼
方
』
な
ど
を
考
察
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
果
た
せ
な
か
っ

た
。
病
を
お
こ
す
悪
鬼
と
そ
れ
を
調
伏
す
る
善
神
と
い
う
基
本
原
理
の
も
と
に

宗
教
系
の
医
学
は
成
り
立
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
機
会
を
あ

ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。

一15一

※
本
稿
は
平
成
五
・
六
年
度
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
、
一
般
研
究
B
「
新
出

　
土
資
料
に
よ
る
中
国
医
学
の
研
究
」
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


